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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源と、
　前記複数の光源から射出された光を画像信号に基づいて変調する光変調装置と、
　前記光変調装置により変調された光を投射する投射光学系と、
　前記複数の光源から射出された複数の光がそれぞれ異なる領域に入射され、入射した前
記複数の光の各々を前記光変調装置に導く導光光学系と、
　前記複数の光源の点灯状態を検出する点灯検出部と、
　前記点灯検出部により検出された前記複数の光源の点灯状態に応じて、前記光変調装置
の視野角特性に基づく補正情報を用いて前記画像信号のコントラスト補正を行う制御部と
、を備え、
　前記複数の光源は少なくとも、前記視野角特性の逆明視方向に対応する方位角方向から
前記光変調装置に入射する光を射出する第１光源を含み、
　前記補正情報は、前記第１光源のみが点灯している場合に対応する第１補正情報を含み
、
　前記制御部は、前記複数の光源のうち少なくとも前記第１光源が点灯している場合に、
前記複数の光源のうち前記第１光源以外の光源の点灯状態によらず、前記第１補正情報を
用いて前記コントラスト補正を行うことを特徴とするプロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターであって、
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　前記光変調装置は、互いに異なる色の複数の色光を変調する複数の光変調装置を含み、
　前記制御部は、前記複数の色光のうち、前記光変調装置における黒表示時に第１漏れ光
量となる色光の漏れ光量を、前記黒表示時に前記第１漏れ光量よりも大きい第２漏れ光量
となる色光の漏れ光量に近付けるように、前記コントラスト補正を行うことを特徴とする
プロジェクター。
【請求項３】
　請求項１に記載のプロジェクターであって、
　前記補正情報は、前記複数の光源における全ての点灯状態のパターンにそれぞれ対応す
る補正情報を含まず、
　前記制御部は、前記第１光源の点灯状態に基づいて前記コントラスト補正を実行するこ
とを特徴とするプロジェクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば下記の特許文献１には、明るい画像を表示する、光源の長寿命化を図る等の目的
で、２灯の光源ランプを備えたプロジェクターが開示されている。この特許文献には、光
源ランプを１灯ずつ点灯させて使用することにより、光源ランプ交換までの期間が２倍に
なり、必要に応じて光源ランプを２灯点灯させて使用することにより、高輝度の画像が簡
単に実現できる、と記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３５９０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複数の光源を備えたプロジェクターにおいて、複数の光源のうちの一部の光源の寿命切
れや故障等の原因により、残りの一部の光源しか点灯しない場合が考えられる。あるいは
、上述したような光源の長寿命化などのために、意図的に一部の光源のみを点灯させる場
合も考えられる。このような場合、画像の明るさが全体的に低下するだけでなく、色ムラ
や明るさムラが発生するという問題があった。
【０００５】
　本発明の一つの態様は、上記の課題を解決するためになされたものであり、複数の光源
のうちの一部の光源のみが点灯した状態であっても色ムラや明るさムラを抑制できるプロ
ジェクターを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明の一つの態様のプロジェクターは、複数の光源と
、前記複数の光源から射出された光を入力情報に基づいて変調する光変調装置と、前記光
変調装置により変調された光を投射する投射光学系と、前記複数の光源から射出された複
数の光がそれぞれ異なる領域に入射され、入射した前記複数の光の各々を前記光変調装置
に導く導光光学系と、前記複数の光源の点灯状態を検出する点灯検出部と、前記点灯検出
部により検出された前記複数の光源の点灯状態に応じて、前記光変調装置の視野角特性に
基づく補正情報を用いて前記入力情報のコントラスト補正を行う制御部と、を備えること
を特徴とする。
【０００７】
　本発明者らは、複数の光源のうちの一部の光源のみが点灯した状態で色ムラや明るさム
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ラが発生する理由を以下のように想定し、本発明の構成に想到した。
　すなわち、複数の光源を備えたプロジェクターにおいては、互いに異なる位置に配置さ
れた複数の光源から射出される複数の光が導光光学系によって光変調装置に導かれ、重畳
される。そのため、光源が配置される位置が異なると、光変調装置に入射する光の入射角
度も異なる。また、光変調装置は、一般に非対称な視野角特性を持つことが多い。したが
って、複数の光源の点灯状態によって光変調装置のコントラスト特性が異なり、色ムラや
照度ムラが発生するという問題が生じる。
【０００８】
　これに対し、本発明の一つの態様のプロジェクターにおいては、制御部は、点灯検出部
により検出された複数の光源の点灯状態に応じて、光変調装置の視野角特性に基づく補正
情報を用いて入力情報のコントラスト補正を行う。これにより、たとえ複数の光源のうち
の一部の光源のみが点灯した状態であっても、色ムラや照度ムラが抑制されたプロジェク
ターを実現できる。
【０００９】
　本発明の一つの態様のプロジェクターにおいて、前記光変調装置は液晶ライトバルブで
あってもよい。
　光変調装置が液晶ライトバルブである場合、視野角特性は、液晶層のモード（液晶分子
の傾倒方向）に応じて、明視方向と逆明視方向とを有する。その場合、複数の光源のうち
、視野角特性の逆明視方向に対応する方位角方向から入射する光を射出する光源に特に着
目し、入力情報のコントラスト補正を行うことができる。
【００１０】
　本発明の一つの態様のプロジェクターにおいて、前記補正情報は、前記複数の光源のう
ち、前記視野角特性の逆明視方向に対応する方位角方向から入射する光を射出する光源が
点灯している際の補正情報を含んでいてもよい。
　この構成によれば、逆明視方向に対応する方位角方向から入射する光を射出する光源が
点灯している際の補正情報を用いて、適切なコントラスト補正を行うことができる。
【００１１】
　本発明の一つの態様のプロジェクターにおいて、光変調装置は、互いに異なる色の複数
の色光を変調する複数の光変調装置を含み、前記制御部は、前記複数の色光のうち、黒表
示時の漏れ光量が相対的に小さい色光の光量を、黒表示時の漏れ光量が相対的に大きい色
光の光量に近付けるように、前記コントラスト補正を行う構成としてもよい。
　この構成によれば、特に色ムラを確実に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態のプロジェクターを示す概略構成図である。
【図２】（ａ）、（ｂ）導光光学系の構成および作用を説明するための図である。
【図３】液晶パネルの視野角特性を示す図である。
【図４】明視方向および逆明視方向に沿う方向の黒表示時の漏れ光量を示す図である。
【図５】明視方向および逆明視方向と直交する方向の黒表示時の漏れ光量を示す図である
。
【図６】制御部が行うコントラスト補正のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図６を用いて説明する。
　本実施形態では、４個の光源を備え、光変調装置として液晶ライトバルブを用いたプロ
ジェクター、いわゆる４灯方式の液晶プロジェクターの例を挙げる。
　図１は、本実施形態のプロジェクターを示す概略構成図である。
　なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法
の縮尺を異ならせて示すことがある。
【００１４】
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　図１に示すように、本実施形態のプロジェクター１００は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（
青）の異なる色毎に透過型液晶ライトバルブを備えた３板式の液晶プロジェクターである
。プロジェクター１００は、４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄと、導光光学系
２０と、インテグレーター光学系３０と、点灯検出部４１と、記憶部４２と、制御部４５
と、色分離光学系５０と、液晶ライトバルブ６１，６２，６３と、クロスダイクロイック
プリズム６４と、投射光学系７０と、を有する。本実施形態において、光源１０ａ～１０
ｄと、導光光学系２０と、インテグレーター光学系３０と、が照明装置１０を構成する。
　本実施形態の液晶ライトバルブ６１，６２，６３は、特許請求の範囲の光変調装置に対
応する。
【００１５】
　光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの各々は、超高圧水銀ランプ、メタルハライドラ
ンプ、キセノンランプ等のランプと、ランプの光を反射するリフレクターと、を備えてい
る。光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄには、これらの光源を駆動および制御する光源
制御部１１０が接続されている。
【００１６】
　導光光学系２０は、４枚のミラー２１ａ，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄを備えている。導光
光学系２０は、光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄからの射出光を、後述する第１イン
テグレーターレンズ３１のそれぞれ異なる位置に入射させ、これらの光を液晶ライトバル
ブ６１，６２，６３に導く。
【００１７】
　インテグレーター光学系３０は、光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄからの各光を液
晶ライトバルブ６１，６２，６３に対して均一に照明するための光学系である。インテグ
レーター光学系３０は、導光光学系２０側から順に配置された第１インテグレーターレン
ズ３１、第２インテグレーターレンズ３２、偏光変換素子３３、および重畳レンズ３４を
有する。
【００１８】
　図２（ａ）は、光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ、及び導光光学系２０を、第１イ
ンテグレーターレンズ３１側から（－Ｙ方向に）見た図である。図２（ｂ）は、導光光学
系２０の作用説明図であって、第１インテグレーターレンズ３１を第２インテグレーター
レンズ３２側から（－Ｙ方向に）見た図である。
【００１９】
　図１および図２（ａ）に示すように、光源１０ａと光源１０ｂとは、光の射出方向（図
示Ｘ軸方向）において互いに対向するように配置されている。光源１０ａの正面にミラー
２１ａが配置され、光源１０ｂの正面にはミラー２１ｂが配置されている。ミラー２１ａ
とミラー２１ｂとは、各々、光源１０ａ，１０ｂの光を第１インテグレーターレンズ３１
の方向へ折り曲げるように、光の射出方向（Ｘ軸方向）に対して４５°の角度で配置され
ている。
【００２０】
　光源１０ｃと光源１０ｄとは、光の射出方向において互いに対向して配置されている。
光源１０ｃの正面にミラー２１ｃが配置され、光源１０ｄの正面にはミラー２１ｄが配置
されている。ミラー２１ｃとミラー２１ｄとは、各々、光源１０ｃ，１０ｄの光を第１イ
ンテグレーターレンズ３１の方向へ折り曲げるように、光の射出方向（Ｘ軸方向）に対し
て４５°の角度で配置されている。
【００２１】
　本実施形態では、光源１０ａ～１０ｄは、図２（ａ）に示すように、上下（Ｚ軸方向）
にずれて２段に配置されている。上段側（＋Ｚ側）には、光源１０ｃ，１０ｄとミラー２
１ｃ，２１ｄとが配置されている。下段側（－Ｚ側）には、光源１０ａ，１０ｂとミラー
２１ａ，２１ｂとが配置されている。本実施形態の場合、図１に示すように、下段側の光
源１０ａ，１０ｂとミラー２１ａ，２１ｂとは、上段側の光源１０ｃ，１０ｄおよびミラ
ー２１ｃ，２１ｄよりも第１インテグレーターレンズ３１に近い位置に設けられている。
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【００２２】
　上記構成を備えた導光光学系２０では、図２（ｂ）に示すように、光源１０ａ～１０ｄ
から射出された光束１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄが、それぞれ対応するミラー２１ａ
，２１ｂ，２１ｃ，２１ｄにより反射され、第１インテグレーターレンズ３１が配置され
る側へ折り曲げられる。ミラー２１ａ～２１ｄにより折り曲げられた光束１１ａ～１１ｄ
は、それぞれ、第１インテグレーターレンズ３１の異なる部分領域に入射する。具体的に
、光束１１ａ～１１ｄは、第１インテグレーターレンズ３１を縦横（Ｚ軸方向およびＸ軸
方向）にそれぞれ２等分した４つの部分領域３１ａ～３１ｄに対して、それぞれ入射する
。本実施形態では、これら４本の光束１１ａ～１１ｄは、第１インテグレーターレンズ３
１の全体領域を照射する。
【００２３】
　本実施形態の場合、図２（ｂ）に示した第１インテグレーターレンズ３１は、小レンズ
（レンズ要素）が、行方向および列方向において６行６列に配列されたフライアイレンズ
で構成されている。部分領域３１ａ～３１ｄは、それぞれが３行３列の小レンズ群からな
る。本実施形態においては、第１インテグレーターレンズ３１を６行６列の小レンズ群と
して図示して説明するが、実際は、６行６列よりも多くの小レンズが配列されている。第
１インテグレーターレンズ３１の大きさ、すなわち、小レンズの配列数は、光源１０ａ～
１０ｄから射出される光束１１ａ～１１ｄの大きさに応じて決定される。
【００２４】
　第１インテグレーターレンズ３１の各レンズ要素からそれぞれ射出される光は、第２イ
ンテグレーターレンズ３２および重畳レンズ３４を通過して、液晶ライトバルブ６１～６
３上に重畳される。
　なお、第２インテグレーターレンズ３２のみが重畳レンズとして機能する構成としても
よく、その場合には重畳レンズ３４は設けなくてもよい。
【００２５】
　偏光変換素子３３は、第２インテグレーターレンズ３２と重畳レンズ３４との間に設け
られている。偏光変換素子３３は、例えば偏光ビームスプリッターアレイ（ＰＢＳアレイ
）からなる。偏光変換素子３３は、第２インテグレーターレンズ３２から射出される光の
偏光方向を揃え、単一の直線偏光光として射出する。偏光変換素子３３は、偏光分離膜と
反射膜と位相差板とを有する略棒状のプリズム要素を幅方向（Ｘ軸方向）に周期的に配列
した構造を有する。
【００２６】
　色分離光学系５０は、第１ダイクロイックミラー５１と、第２ダイクロイックミラー５
２と、反射ミラー５３と、リレー光学系５４と、を備えている。リレー光学系５４は、リ
レーレンズ５５と、反射ミラー５６と、リレーレンズ５７と、反射ミラー５８と、を備え
ている。色分離光学系５０は、インテグレーター光学系３０から射出された照明光を赤（
Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（Ｂ）の３色の色光に分離するとともに、各色光を光路後段側の
液晶ライトバルブ６１，６２，６３へ導く。
【００２７】
　第１ダイクロイックミラー５１は、Ｒ，Ｇ，Ｂの３色のうち、Ｒ光を透過させ、Ｇ光お
よびＢ光を反射する特性を有する。第２ダイクロイックミラー５２は、第１ダイクロイッ
クミラー５１で反射したＧ光およびＢ光のうち、Ｇ光を反射し、Ｂ光を透過させる特性を
有する。
【００２８】
　第１ダイクロイックミラー５１を透過したＲ光は、反射ミラー５３を経て液晶ライトバ
ルブ６１に入射する。第１ダイクロイックミラー５１により反射されて、更に第２ダイク
ロイックミラー５２で反射されたＧ光は、液晶ライトバルブ６２に入射する。第２ダイク
ロイックミラー５２を通過したＢ光は、リレーレンズ５５、反射ミラー５６、リレーレン
ズ５７、反射ミラー５８を経て、液晶ライトバルブ６３に入射する。
【００２９】
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　液晶ライトバルブ６１，６２，６３は、入射した照明光の空間的強度分布を、入力情報
である画像信号に基づいて変調する。液晶ライトバルブ６１，６２，６３の液晶パネルに
それぞれ入射した３色の光は、画素単位で偏光状態が調節される。液晶ライトバルブ６１
，６２，６３により、それぞれに対応する各色の変調光、すなわち画像光が形成される。
液晶ライトバルブ６１，６２，６３の各々は、液晶パネルと、液晶パネルを挟持する一対
の偏光板と、を備えている。液晶パネルにおける液晶層のモードは、垂直配向（Vertical
 Alignment， ＶＡ）モード、ツイステッドネマティック（Twisted Nematic， ＴＮ）モ
ード、横電界モード等でよく、特に限定されないが、本実施形態ではＶＡモードとする。
液晶パネルの光入射側に、フィールドレンズが設けられていてもよい。
【００３０】
　クロスダイクロイックプリズム６４は、液晶ライトバルブ６１，６２，６３から射出さ
れる各色の画像光を合成して投射光学系７０へ射出する。クロスダイクロイックプリズム
６４は、４つの直角プリズムを貼り合わせて構成されている。直角プリズム同士を貼り合
わせた界面には、Ｘ字状に交差する第１誘電体多層膜および第２誘電体多層膜が形成され
ている。クロスダイクロイックプリズム６４は、液晶ライトバルブ６１からのＲ光を第１
誘電体多層膜で反射して投射光学系７０に向けて射出し、液晶ライトバルブ６３からのＢ
光を第２誘電体多層膜で反射して投射光学系７０に向けて射出する。クロスダイクロイッ
クプリズム６４は、液晶ライトバルブ６２からのＧ光を透過して直進・射出させる。この
ようにして、クロスダイクロイックプリズム６４によりＲ光、Ｇ光およびＢ光が合成され
、カラー画像による画像光である合成光が形成される。
【００３１】
　投射光学系７０は、クロスダイクロイックプリズム６４を経て形成された合成光による
画像光を所望の拡大率で拡大してスクリーン（不図示）上にカラーの画像を投射する。
【００３２】
　点灯検出部４１は、光源制御部１１０が検出した４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，
１０ｄのランプ電圧（電極間電圧）の検出結果から、４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ
，１０ｄの点灯状態、すなわち、現在どの光源が点灯し、どの光源が消灯しているのかを
検出する。なお、点灯／消灯の検出について、点灯検出部４１は、寿命切れや故障等によ
り光源が駆動するか否かで判断してもよいし、光量、輝度、電圧、電流等の光源に関する
駆動情報が所定の閾値を超えているか否かで判断してもよい。
【００３３】
　記憶部４２は、後述する、液晶ライトバルブ６１，６２，６３の視野角特性に基づいた
補正情報等を記憶している。補正情報は、例えば、ルックアップテーブルの形態で記憶部
４２に記憶されている。制御部４５は、点灯検出部４１により検出された４個の光源１０
ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの点灯状態に応じて、液晶ライトバルブ６１，６２，６３の
視野角特性に基づく補正情報を用いて画像信号（入力情報）のコントラスト補正を行う。
【００３４】
　図３は、本実施形態の液晶パネルのコントラストの視野角特性を示す図である。
　本実施形態の液晶パネルとして、例えばＶＡモードの液晶パネルを用いた場合、電界印
加時の液晶分子の傾倒方向を規制するために、液晶分子にはプレチルトが付与されている
。このような液晶分子のプレチルトに起因して、ＶＡモードの液晶パネルは、図３のよう
な非対称な視野角特性を有する。図３中の曲線は等コントラスト曲線であり、中央寄りの
コントラスト曲線ほどコントラストが高く、周辺寄りのコントラスト曲線ほどコントラス
トが低い。この例では、コントラストが最大となる領域が、中心、すなわち極角（入射角
度）０°から、方位角４５°の方向にずれている。言い換えると、方位角４５°の方向で
はコントラストが高い領域が広く、逆に方位角２２５°の方向ではコントラストが高い領
域が狭い。したがって、この場合、明視方向は４５°となり、逆明視方向は２２５°とな
る。
【００３５】
　ここで、図２（ｂ）に示すように、第１インテグレーターレンズ３１の異なる部分領域
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に入射した光束１１ａ～１１ｄは、第２インテグレーターレンズ３２および重畳レンズ３
４により集光されて、液晶ライトバルブ６１，６２，６３の同一の領域に重畳される。そ
のため、光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄによって液晶ライトバルブ６１，６２，６
３への光の入射角度（方位角）が異なる。プロジェクター１００の場合には、観察者が液
晶パネルを直接視認するわけではないため、液晶パネルの視野角特性は、観察者が見る方
向による液晶パネルのコントラスト特性ではなく、光の入射方向による液晶パネルのコン
トラスト特性と考えることができる。
【００３６】
　図３において、４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄのうち、逆明視方向（方位
角２２５°）に対応する方位角方向から液晶パネルに入射する光を主に射出する光源を第
１光源と称し、明視方向（方位角４５°）に対応する方位角方向から液晶パネルに入射す
る光を主に射出する光源を第２光源と称する。また、方位角１３５°に対応する方位角方
向から液晶パネルに入射する光を主に射出する光源を第３光源と称し、方位角３１５°に
対応する方位角方向から液晶パネルに入射する光を主に射出する光源を第４光源と称する
。なお、第１光源～第４光源と、光源１０ａ～１０ｄとの対応関係は、光源１０ａ～１０
ｄから各光を各液晶ライトバルブ６１，６２，６３まで導光する光学部品の性質、数、配
置等によって適宜異なる。
【００３７】
　図４および図５は、本発明者らがシミュレーションを行った結果を示しており、上述し
た視野角特性に基づく、液晶パネルに入射する光の入射角度と、所定の方位角方向での液
晶パネルにおける黒表示時の漏れ光量と、の関係を示す図である。
　図４は、明視方向および逆明視方向に沿う方向（４５°－２２５°）において、液晶パ
ネルにおける黒表示時の漏れ光量を示す。図５は、明視方向および逆明視方向と直交する
方向Ａ－Ｂ（１３５°－３１５°）において、液晶パネルにおける黒表示時の漏れ光量を
示す。
　図４および図５において、横軸は光の入射角度（極角）［°］を示し、縦軸は黒表示時
の漏れ光量［任意単位］を示す。
　以下の説明では、「黒表示時の漏れ光量」を単に「漏れ光量」と称する。
【００３８】
　図４、図５に示すように、漏れ光量は、液晶の波長分散等の影響を受けてＲ，Ｇ，Ｂの
色毎に異なる。また、逆明視方向における漏れ光量は、明視方向における漏れ光量に対し
て相対的に多い値となる。明視方向および逆明視方向と直交する方向（１３５°－３１５
°：Ａ－Ｂ方向）における漏れ光量は、逆明視方向における漏れ光量と明視方向における
漏れ光量との中間の値を取る。ただし、例えば極角が±１０°のときの漏れ光量を比較す
ると、明視方向、Ａ方向およびＢ方向では漏れ光量が略０であるのに対し、逆明視方向で
は漏れ光量が約０．０１～０．０２の値を取る。すなわち、上記４つの方向のうち、逆明
視方向における漏れ光量は、他の３つの方向における漏れ光量に対して相対的に多いこと
がわかる。
【００３９】
　以上のことから、本実施形態において、４つの光源のうち、逆明視方向に対応する方位
角方向から入射する光を主に射出する第１光源が点灯している場合、漏れ光量が相対的に
小さい色光の漏れ光量、例えばＲ光，Ｇ光の漏れ光量を、漏れ光量が相対的に大きい色光
の漏れ光量、例えばＢ光の漏れ光量に近付けるように、画像信号（入力情報）の補正を行
う。具体的には、液晶パネルの視野角特性に基づく、入射角度と漏れ光量とが関連付けら
れた情報が、補正情報として記憶部４２に記憶され、制御部４５は、記憶部４２から読み
出した補正情報を用いて入力情報を補正する。
　本実施形態において、第１光源のみが点灯している場合の各色光の漏れ光量を第１補正
情報、第３光源のみまたは第４光源のみが点灯している場合の各色光の漏れ光量を第２補
正情報とする。第１補正情報および第２補正情報は、記憶部４２に記憶されている。
【００４０】
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　図６は、制御部４５における制御の手順を示すフローチャートである。
　最初に、点灯検出部４１が検出した４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの点灯
状態、すなわち、現在どの光源が点灯し、どの光源が消灯しているのかを検出する（ステ
ップＳ１）。
　次いで、制御部４５は、点灯検出部４１の検出結果を受けて、第１光源が点灯している
か否かを判断する（ステップＳ２）。
【００４１】
　第１光源が点灯している場合（ステップＳ２：ＹＥＳ）、制御部４５は、第１光源が点
灯している場合の補正情報（第１補正情報）を用いて、画像信号（入力情報）の補正を行
う（ステップＳ３）。
　例えば、４つの光源のうち第１光源～第４光源全ての４灯が点灯している場合、すなわ
ち、第１光源が点灯している場合、制御部４５は、第１補正情報としての第１光源のみが
点灯している場合の補正情報を用いて入力情報をコントラスト補正する。また、４光源の
うち第１光源、第３光源、および第４光源の３灯が点灯している点灯状態や、４光源のう
ち第１光源および第２光源の２灯が点灯している点灯状態の場合等も、同様である。
【００４２】
　一方、ステップＳ２において、第１光源が点灯していない場合（ステップＳ２：ＮＯ）
、制御部４５は、第３光源のみまたは第４光源のみが点灯している場合の補正情報（第２
補正情報）を用いて、画像信号のコントラスト補正を行う（ステップＳ４）。図４および
図５に示されるように、第３光源または第４光源のみが点灯している場合の各色光の差は
、逆明視方向に対応する方位角方向の第１光源のみが点灯している場合の各色光の差ほど
大きくはないが、第２補正情報を用いてコントラスト補正を行うことにより、色ムラの発
生を抑制することができる。
　これ以降は、以上の手順を繰り返す。
　ステップＳ１の光源の点灯状態の検出は、例えば一定時間おきに行えばよい。
【００４３】
　本実施形態のプロジェクター１００において、制御部４５は、点灯検出部４１により検
出された４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄの点灯状態に応じて、液晶ライトバ
ルブ６１，６２，６３の視野角特性に基づく補正情報を用いて画像信号のコントラスト補
正を行う。これにより、４個の光源１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄのうちの一部の光源
のみが点灯した際に従来発生していた色ムラや照度ムラを低減することができる。
【００４４】
　特に本実施形態において、第１光源が点灯している場合に確実にコントラスト補正を行
うことにより、表示品位に最も大きな悪影響を及ぼす色ムラを抑制することができる。し
たがって、コントラスト補正に関するプロジェクター１００の負荷を最小限に抑えること
ができる。
【００４５】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば上記実施形態では、４個の光源を備えたプロジェクターの例を挙げたが、光源の
数は４個に限ることなく、適宜変更が可能である。また、液晶パネルの視野角特性として
ＶＡモードの視野角特性の例を挙げたが、例えばＴＮモード、横電界モード等、他のモー
ドの液晶パネルを用いてもよい。モードによって視野角特性が変化するため、その視野角
特性に応じて明視方向、逆明視方向等に対応する光源が点灯した場合の漏れ光量の情報を
取得すればよい。
【００４６】
　上述の実施形態において、第１光源が点灯していない場合、制御部４５は、第３光源の
みまたは第４光源のみが点灯している場合の第２補正情報を用いてコントラスト補正を行
うとしたが、これに限られず、例えば、明視方向に対応する方位角方向の第２光源のみが
点灯している場合、当該第２光源のみが点灯している場合の第３補正情報を用いてコント
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補正情報または第３補正情報を用いてコントラスト補正を行うのではなく、コントラスト
補正を行わないとしてもよい。
【００４７】
　また、上述の実施形態において、第１補正情報、第２補正情報、および第３補正情報の
うちいずれかを１つを用いてコントラスト補正を行うとしたが、これに限られず、各点灯
状態に応じて、第１補正情報、第２補正情報、および第３補正情報のうち２つ以上の補正
情報に基づいて計算された補正情報を用いて、コントラスト補正を行ってもよい。
【００４８】
　また、上述の実施形態において、透過型のプロジェクターに本発明を適用した場合の例
について説明したが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能である
。ここで、「透過型」とは、液晶パネル等を含む液晶ライトバルブが光を透過するタイプ
であることを意味する。「反射型」とは、液晶ライトバルブが光を反射するタイプである
ことを意味する。なお、光変調装置は、液晶パネル等に限られず、例えばマイクロミラー
を用いた光変調装置であってもよい。
【００４９】
　また、上述の実施形態において、３つの液晶パネル（液晶ライトバルブ６１～６３）を
用いたプロジェクター１００の例のみを挙げたが、本発明は、１つの液晶パネルのみを用
いたプロジェクター、４つ以上の液晶パネルを用いたプロジェクターにも適用可能である
。
　その他、プロジェクターの各構成要素の数、配置、材料等については、上記実施形態に
限ることなく、適宜変更が可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ…光源、２０…導光光学系、４１…点灯検出部、４５
…制御部、６１，６２，６３…液晶ライトバルブ（光変調装置）、７０…投射光学系。



(10) JP 6347128 B2 2018.6.27

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(11) JP 6347128 B2 2018.6.27

10

フロントページの続き

    審査官  小野　博之

(56)参考文献  特開２００２－１０１４２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０３１３４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２０７７４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０９０８７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１７５５７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２８７２０９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　２１／００－２１／１０　　　
              　　　　　　２１／１２－２１／１３
              　　　　　　２１／１３４－２１／３０
              　　　　　　３３／００－３３／１６
              Ｈ０４Ｎ　　　５／６６－５／７４
              　　　　　　　９／１２－９／３１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

